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第３部 市町村における男女共同参画施策の取組状況

平成19年4月1日現在１ 市町村男女共同参画担当窓口
市町村名 男女共同参画担当窓口 郵便番号 所 在 地 電話番号 ＦＡＸ番号

880 8505 1 1 1 0985 21 1714 0985 22 0200宮 崎 市 地域コミュニティ課 - 宮崎市橘通西 丁目 番 号 - - - -

885 8555 6 21 0986 23 2121 0986 25 6200都 城 市 生活文化課 - 都城市姫城町 街区 号 - - - -

889 1802 2005 0986 57 3111 0986 57 5260山之口総合支所総務課 - 都城市山之口町花木 - - - -番地

885 1295 306 0986 58 2311 0986 58 4281高城総合支所総務課 - 都城市高城町穂満坊 番地 - - - -

889 4601 3881 0986 64 1111 0986 64 1642山田町総合支所総務課 - 都城市山田町山田 番地 - - - -

889 4592 0986 62 1111 0986 62 4242高崎町総合支所総務課 - - - - -都城市高崎町大牟田 番地1150 1

882 0816 360 2 0982 22 7056 0982 23 1145延 岡 市 男女共同参画推進室 - 延岡市桜小路 番地 - - - -

887 8585 1 1 1 0987 31 1118 0987 23 1853日 南 市 協働推進課 - 日南市中央通 丁目 番地 - - - -

886 8501 300 0984 23 0456 0984 25 1037小 林 市 企画調整課 - 小林市大字細野 番地 - - - -

883 8555 10 5 0982 52 2111 0982 56 0018日 向 市 市民協働課 - 日向市本町 番 号 - - - -

888 8555 5550 0987 72 1111 0987 72 6727串 間 市 総合政策課 - 串間市大字西方 番地 - - - -

881 8501 2 1 0983 43 1204 0983 43 2067西 都 市 市民協働推進課 - 西都市聖陵町 丁目 番地 - - - -

889 4292 1292 0984 35 1111 0984 35 0401えびの市 総務課 人権啓発室 - えびの市大字栗下 番地 - - - -

889 1696 204 0985 84 2002 0985 85 1496清 武 町 総務課 - 清武町大字船引 番地 - - - -

889 2492 0987 55 2111 0987 55 2457北 郷 町 総務課 - - - - -北郷町大字郷之原乙 番地1477

889 3206 8 1 0987 64 1111 0987 64 1115南 郷 町 企画財政課 - 南郷町南町 番地 - - - -

889 1995 1 1 0986 52 1111 0986 52 4944三 股 町 総務企画課 - 三股町五本松 番地 - - - -

889 4492 899 0984 42 2111 0984 42 4623高 原 町 まちづくり推進課 - 高原町大字西麓 番地 - - - -

886 0292 1183 2 0984 44 1100 0984 44 0649野 尻 町 総務企画課 - 野尻町大字東麓 番地 - - - -

880 1192 4800 0985 75 3111 0985 75 7903国 富 町 企画財政課 - 国富町大字本庄 番地 - - - -

880 1392 515 0985 77 2948 0985 77 2094綾 町 企画財政課 - 綾町大字南俣 番地 - - - -

884 8655 8437 0983 26 2001 0983 23 6303高 鍋 町 総務課 - 高鍋町大字上江 番地 - - - -

889 1493 7491 0983 33 6012 0983 33 4862新 富 町 総合政策課 - 新富町大字上富田 番地 - - - -

881 1411 15 0983 36 1111 0983 36 1207西米良村 総務企画課 - 西米良村大字村所 番地 - - - -

884 0101 1227 1 0983 32 4725 0983 32 3440木 城 町 総務課 - 木城町大字高城 番地 - - - -

889 1301 13680 1 0983 27 8002 0983 27 5879川 南 町 企画財政課 - 川南町大字川南 番地 - - - -

889 1201 4874 2 0983 25 5710 0983 25 1029都 農 町 総務課 - 都農町大字川北 番地 - - - -

889 0696 1 1 0982 63 1140 0982 63 1356門 川 町 総務企画課 - 門川町本町 丁目 番地 - - - -

883 1301 2683 0982 65 1112 0982 65 0032諸 塚 村 総務課 - 諸塚村大字家代 番地 - - - -

883 1601 1747 0982 67 3203 0982 67 2825椎 葉 村 総務課 - 椎葉村大字下福良 番地 - - - -

883 1101 1 0982 66 3601 0982 66 3137美 郷 町 総務課 - 美郷町西郷区田代 番地 - - - -

882 1192 13 0982 73 1207 0982 73 1225高千穂町 企画情報課 - 高千穂町大字三田井 番地 - - - -

882 0402 0982 87 3910 0982 87 3918日之影町 企画開発課 - - - - -日之影町大字岩井川 番地3398 1

882 1295 0982 82 1700 0982 82 1720五ヶ瀬町 総務企画課 - - - - -五ヶ瀬町大字三ケ所 番地1670
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２ 市町村における男女共同参画推進体制

平成19年8月25日現在（１）庁内連絡会議を設置している市町村（９市６町）

市町村名 庁内連絡会議の名称 設置年月日

宮 崎 市 宮崎市男女共同参画推進会議 平成 年 月 日7 6 30
都 城 市 都城市男女共同参画行政推進会議 平成 年 月 日18 1 1
延 岡 市 延岡市男女共同参画推進会議 平成 年 月 日6 5 18
日 南 市 日南市男女共同参画推進委員会 平成 年 月 日14 2 22
小 林 市 小林市男女共同参画行政推進会議 平成 年 月 日18 3 20
日 向 市 日向市男女共同参画行政推進会議 平成 年 月 日6 11 21
串 間 市 串間市男女共同参画推進委員会 平成 年 月 日15 10 20
西 都 市 西都市男女共同参画推進委員会 平成 年 月 日8 11 18
えびの市 えびの市男女共同参画行政推進会議 平成 年 月 日13 5 10
清 武 町 清武町男女共同参画推進委員会 平成 年 月 日13 8 1
三 股 町 三股町女性行政推進委員会 平成 年 月 日12 8 1
国 富 町 国富町男女共同参画推進委員会 平成 年 月 日18 1 20
高 鍋 町 高鍋町男女共同参画推進委員会 平成 年 月 日17 9 30
川 南 町 川南町男女共同参画推進委員会 平成 年 月 日19 8 25
高千穂町 高千穂町女性行政推進会議 平成 年 月 日15 9 1

平成19年4月1日現在（２）懇話会等を設置している市町村（９市４町）

市町村名 懇話会等の名称 設置年月日

宮 崎 市 宮崎市男女共同参画社会づくり推進審議会 平成 年 月 日18 1 1
都 城 市 都城市男女共同参画社会づくり審議会 平成 年 月 日18 12 4
延 岡 市 延岡市男女共同参画審議会 平成 年 月 日16 4 1
日 南 市 日南市男女共同参画社会づくり審議会 平成 年 月 日19 4 1
小 林 市 小林市男女共同参画審議会 平成 年 月 日18 8 30
日 向 市 日向市男女共同参画社会づくり懇話会 平成 年 月 日10 4 1
串 間 市 串間市男女共同参画審議会 平成 年 月 日18 4 1
西 都 市 西都市男女共同参画審議会 平成 年 月 日16 4 1
えびの市 えびの市男女共同参画懇話会 平成 年 月 日14 11 12
清 武 町 清武町男女共同参画推進懇話会 平成 年 月 日13 10 1
三 股 町 三股町女性行政推進懇話会 平成 年 月 日12 8 1
綾 町 綾町男女共同参画推進会議 平成 年 月 日17 9 30
高 鍋 町 高鍋町男女共同参画推進懇話会 平成 年 月 日17 10 6

平成19年4月1日現在（３）男女共同参画に関する条例制定市町村（７市１町）

市町村名 条例の名称 公布年月日

宮 崎 市 宮崎市男女共同参画社会づくり推進条例 平成 年 月 日17 10 1
都 城 市 都城市男女共同参画社会づくり条例 平成 年 月 日18 9 22
延 岡 市 延岡市男女共同参画推進条例 平成 年 月 日16 3 30
日 南 市 日南市男女共同参画社会づくり条例 平成 年 月 日19 3 29
小 林 市 小林市男女共同参画推進条例 平成 年 月 日18 3 20
串 間 市 串間市男女共同参画推進条例 平成 年 月 日18 3 28
西 都 市 西都市男女共同参画推進条例 平成 年 月 日16 3 25
清 武 町 清武町男女共同参画社会づくり推進条例 平成 年 月 日18 3 22
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平成19年4月1日現在（４）男女共同参画に関する計画策定市町村（８市５町）

市町村名 計画の名称 策定年月 計画期間

平成 年 月 平成 年 月～平成 年 月宮 崎 市 宮崎市男女共同参画基本計画 16 3 16 4 26 3

平成 年 月 平成 年 月～平成 年 月延 岡 市 のべおか男女共同参画プラン 15 3 14 4 24 3

平成 年 月 平成 年 月～平成 年 月日 南 市 日南市男女共同参画基本計画 16 3 16 4 26 3

平成 年 月 平成 年 月～平成 年 月
小 林 市

小林市男女共同参画基本計画 15 3 15 4 25 3

※平成 年 月 日の合併に伴い、旧小林市の「小林市男女共同参画基本計画」を新市に継承。18 3 20

平成 年 月 平成 年 月～平成 年 月日 向 市 第３次日向市男女共同参画プラン 19 3 19 4 24 3

平成 年 月 平成 年 月～平成 年 月串 間 市 串間市男女共同参画基本計画 17 3 17 4 27 3

平成 年 月 平成 年 月～平成 年 月西 都 市 西都市女性プラン 21 11 3 11 4 21 3

平成 年 月 平成 年 月～平成 年 月えびの市 えびの市男女共同参画プラン 16 8 16 8 26 3

平成 年 月 平成 年 月～平成 年 月清 武 町 清武町男女共同参画基本計画 14 3 14 4 24 3

平成 年 月 平成 年 月～平成 年 月三 股 町 三股町男女共同参画プラン 13 3 13 4 23 3

平成 年 月 平成 年 月～平成 年 月国 富 町 くにとみ男女共同参画 ハートプランi 18 2 18 2 23 3

平成 年 月 平成 年 月～平成 年 月高 鍋 町 高鍋町男女共同参画プラン 18 3 18 4 28 3

平成 年 月 平成 年 月～平成 年 月日之影町 日之影町男女共同参画プラン 14 3 14 4 24 3

平成19年4月1日現在（５）男女共同参画のための総合的な施設（３市）

市町村名 施設の名称 設置年月 運営主体

都 城 市 都城市男女共同参画センター 都城市平成 年 月17 4

延 岡 市 延岡市男女共同参画センター 延岡市平成 年 月16 4

日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム 日向市男女共同参画社会
日 向 市 平成 年 月13 7

づくり推進ルーム協議会「さんぴあ」

平成19年4月1日現在（６）男女共同参画に関する都市宣言市町村（２市）

市町村名 宣言の名称 宣言年月日 形 態

(旧)都城市 首長宣言ウエルネス都城男女共同参画都市
平成 年 月 日17 2 26

宣言

延 岡 市 延岡市男女共同参画都市宣言 首長宣言・議会の議決平成 年 月 日12 1 15
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３ 審議会等における女性委員の割合

平成19年4月1日現在

うち女性委 うち女性委 女性比率 うち女性委 うち女性委 女性比率
市町村名 市町村名

審議会 総委員 審議会 総委員
（ ） （ ）等数 数 等数 数員を含む数 員数 ％ 員を含む数 員数 ％

47 46 923 250 27.1 16 14 170 29 17.1宮 崎 市 綾 町

38 31 552 118 21.4 18 11 225 23 10.2都 城 市 高 鍋 町

28 24 438 104 23.7 19 12 334 47 14.1延 岡 市 新 富 町

28 23 440 70 15.9 6 4 71 10 14.1日 南 市 西米良村

32 27 403 85 21.1 22 15 330 34 10.3小 林 市 木 城 町

28 24 396 83 21.0 12 11 131 27 20.6日 向 市 川 南 町

27 20 340 68 20.0 15 11 249 35 14.1串 間 市 都 農 町

22 19 293 63 21.5 11 10 176 23 13.1西 都 市 門 川 町

23 23 287 72 25.1 12 8 136 18 13.2えびの市 諸塚村

19 14 196 35 17.9 8 7 114 12 10.5清 武 町 椎葉村

16 11 190 25 13.2 14 10 186 16 8.6北 郷 町 美郷町

14 5 218 10 4.6 24 19 337 48 14.2南 郷 町 高千穂町

14 10 214 20 9.3 11 7 115 12 10.4三 股 町 日之影町

16 8 163 13 8.0 6 2 86 5 5.8高 原 町 五ヶ瀬町

11 7 183 15 8.2 573 445 8,075 1,403 17.4野 尻 町 合 計

＊地方自治法第 条の に基づく審議会等国 富 町 16 12 179 33 18.4 202 3

地方自治法＜参考＞

第二百二条の三 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政

令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査

等を行う機関とする。


